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はじめに

　社会福祉の原点でもあり，特に戦後日本の社

会福祉の基点にもなったセツルメントであるが

一般的には，1960年代頃を境に希薄化し，時

には消滅したともいわれている。特に福祉では

歴史的用語のように取り扱われている。しか

し，果たして伝統的セツルメントは今日に継承

されていないのだろうか。もし受け継がれる可

能性があるならどのような形態であればその活

動をセツルメントという名称で呼べるのだろう

か。この問題意識が今回の論文の趣旨である。

　西内潔は1959年初版の『日本セッツルメン

ト研究序説』（1971年版）で参考文献が皆無に

等しいという中で当時の状況をのべている。

　西内は，最近，セッツルメント研究が盛り上

がってきている（1971年当時筆者注），とし，

「セッルメント・ワークは戦中，戦後一時非常

に不振であったが，昭和24年（1949年）のキ

テイ台風を契機として～再建となり，～」とま

えがきで書かれているように日本におけるセツ

ルメント活動や研究は時代の大きな流れの中，

不況や危機という社会・経済における状況不安

の局面で再開されてくる福祉活動の要となって

救済事業として歴史的にも位置付いている。

　グローバル時代の中，世界同時不況をむか

え，先の見えない混迷の中にいる今日，改めて

セツルメントのもつ意義の検討が求められる。

　セツルメントの伝統的な活動は今日的視点か

らいうと人格的交流・教育活動と就労支援の社

会活動であったといわれるが，世界的な動向と

してセツルメントを現在の社会で生起している
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ホームレス支援を含めた地域活動の形として注

目し，再解釈しようとする流れがまた再開され

ている。

　法的には社会福祉法第二条三項十一で，用語

こそそのままではないが「隣保事業」として第

二種社会福祉事業に位置づけられ，事業は「隣

保館等の施設を設け，無料又は低額な料金でこ

れを利用させることその他その近隣地域におけ

る住民の生活の改善及び向上を図るための各種

の事業を行うものをいう。」と規定されており

一応歴史的なセツルメントの伝統を引き継いで

いることを示している。

　戦前から戦後にかけて救済事業の主流として

位置づけられていたセツルメントは初期の形態

から名称等を変容させながら，どのように時代

の流れの中で息づいてきたのか。戦後のめまぐ

るしい国政の変化に伴う住民の生活形態や多様

な価値の変化はその活動自体に変化を起こして

いることはいがめないが，どのように変化して

存続しているのであろうか。

　本稿ではそうした変容を追いながら，初期の

理念が戦後どのような形態となって受け継がれ

変化しながら今日に継承されているか，先行研

究を繙きながら探索する。その目的はそこから

“今日的セツルメント”の存続の可能性と混迷

する時代のなかで継続的活動するための理論仮

説を試みることにあった。

Ⅰ．セツルメントの概念

　「セツルメント」は欧米の概念に基づいてソー

シャル・セツルメントまたは単にセツルメント

とよばれており，運動的性格からセツルメント

運動とよばれる場合もある。辞書的には「移

民，殖民」「生活困窮者の多い地域に入ってそ

の改善をはかる事業団」「細民街に住み，個人

的に接触しながら労働者の向上をはかる社会運

動（の機関）」「公共団体，社会福祉援助者等

が，スラム街，工場街に住み込み，住民の生活

を援助する活動をいう。また，そのための宿泊

施設，託児所等の施設をいう。～」等の定義が

ある。

　1960年代前後セツルメントに注目が向けら

れた当時のセツルメントの定義として，「日本

では『隣保事業』という。福祉に欠けている地

区に，教養のある人がまず意識的に入り込んで

定住することが第一で，次いで近隣の人々と友

人として交わり，地域の人々の要求を満たすた

めに仕事が組織立てられる。その目的は，人格

的常時接触，人格的交流運動によって，地域の

人々の心身両面の向上をはかり，生活改善や防

貧事業など各種の事業を行い，住民の要求を入

れて，地域福祉の増進を図ることである（注1）」

とされている。

　セツルメント事業を社会教化事業の一つとし

て捉える場合の必要条件としては，「①斯業者

がそのコムミュニティーに定住し，②隣保に対

して常に人格的接触を保有し，③絶えず彼等の

物質的精神的欠乏を救助し，かつ，彼等を啓発

善導して行く。」と大橋宗嗣のことばを加えて

先の西内は説明している（注2）。

　一般に伝統的セツルメントと称されているも

のは，大体3つの形態と方向をもっていた。第

一には，慈善事業の枠を出ない宗教家が中心と

なった活動のセツルメント，第二には，行政の

関わっている隣保館，公民館活動のセツルメン

ト，第三は，学生中心となっている学生セツル

メントにみる運動体セツルメントであろう。

　ここで，濱野一郎の最近の思考の枠組みを借

用しながらセツルメントの概要の説明を加えた

い。濱野もセツルメントはもはや現代において

その意義を失ってしまったのか，という一事に
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おいてこだわり，議論をすすめる。従来の対象

の場として貧困ないしスラム地区は一般的な地

域とみればセツルメントを持ち出すまでもな

く，今日の福祉施設である「コミュニティ・セ

ンター」と呼べばよいのであろうというのが一

般的な見方であるからであろう。なぜ「セツル

メント」でなければならないのか。

　結果として，濱野氏は日本における戦前セツ

ルメントからの影響は微々たるものであったと

しても，今や英米のみならず国際的にもセツ

ルメント再認識の気運があることは事実であ

る，としその実態を明らかにすることで現代の

セツルメントを構想する必要があろうといって

いる。そして，1990年代に改めてセツルメン

トが注目されるようになった背景は，福祉をめ

ぐる環境の変化である。それは市場主義化，グ

ローバル化，情報化，人口の高齢化，「小さな

政府論」，地方分権化，市民の生活の変化と深

刻化（ソーシャル・インクルージョン），コミュ

ニティの崩壊，福祉の措置から契約化，福祉サー

ビスの事業化，福祉供給システムの多元化，コ

ミュニティ・ケア思想から地域での生活保障と

してのノーマライゼーション，依存から自立に

むけてのアプローチの転換からケアマネジメン

トと権利擁護等であり，まさに福祉概念も大き

なパラダイム転換を迎えていたと，のべ更に直

接的には2000年の法改定で取り入れられた福

祉サービスへの多様な市場参入によって，規制

緩和された業界は市場主義的運営（社会保障，

社会福祉の後退と市場原理にもとづく運営）と

競争を余儀なくされた。進む産業化のもと，社

会福祉が本来追及してきた価値にたいする危惧

が改めて，19世紀から20世紀にかけて歴史的

な分水嶺を画したセツルメント「思想」にたい

するまなざしを呼び覚ましているように感じら

れる，と濱野氏はこの動きを分析している（注3）。

Ⅱ．地域視点からみたセツルメントの展開

1　「貧困」とソーシャルワークの生成

　社会福祉の歴史はやはり「貧困の克服」の歴

史であったし，現に今もっとも議論されている

のが「社会的排除」という新しい貧困への取り

組みである。従って貧困からの回復という課題

に集約するとなると当然COSやセツルメント

にみる救済史の前提はさけられないであろう。

　COSとセツルメントの救済観は，ともに時

代の背景から人格的接触・交流という手段を共

有するがCOSが道徳的価値判断での選別制が

その活動の根底にあるのに対し，セツルメント

には貧困は社会的問題として捉え運動から問題

解決にむけて活動している違いがみられる。

　また，ソーシャルワークからみるとアメリカ

ではその後，民間福祉事業の成立，圧倒的な規

模の非営利機関の存在，キリスト教救済観のも

と財団や寄付を財政基盤として展開していっ

た。そのため組織の連絡・調整を中心とする

コミュニティ・オーガニゼーションの方法が発

展した。イギリスでは慈善事業活動は協同組合

型，ソーシャル・アソシエーションとして展開

していったので，その財源は寄付とともに組合

費が中心となり，在宅サービスでみるコミュニ

ティ・ケアへとその方法が変化していったとい

う特徴がみられる。日本の場合は前近代的な社

会で民主主義の未発達の状況下，慈善事業活動

が国策として，国指導であったところに英米の

COSやセツルメントが導入されたこともあり

非常に特殊な発展をしてきた経緯がみられる。

　そこで，更に英米のセツルメントの発展過程

の違いと関連組織・団体を整理し，日本的展開

からその特徴を考察する。
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2　アメリカとイギリスにみるセツルメント

の発展過程と民間組織・団体

（1）アメリカのセツルメントの発展過程

　辞書的には「初期のアメリカのセツルメント

はコイト（Coit, S.）とアダムス（Adams, J）

により，それぞれ1886年ニューヨークにネー

バフッド・ギルド，1889年シカゴにハル・ハ

ウスが設立されたことに始まる。第二次世界

大戦後，セツルメント運動は時代の要請に対

応できず，1960年代から1970年代を通じて

近隣センター（Neighborhood Center）の方向

に展開を求めていった。1979年，全国セツル

メント（1911年設立）連盟はUNCA（United 

Neighborhood Centers of America: アメリカ近

隣センター）に名称を変更し，公私資金により

貧困層対策に集中している」と説明されてい

る（注4）。

　西内潔の分析によると「アメリカのセツルメ

ントが他の国と異にしている特徴は外国人をし

て，アメリカの生活に適合せしめるための各種

の教養に力を注いだ点である。」とし，さらに

1951年の『社会事業年鑑』を引き「セツルメ

ント又は隣保館の目的は，人々が如何にして，

協同の生活をなし，また，良き生活条件を確保

するかを，学ぶのを援助するために，これらの

人々と共同事業をなすにある。」としている。

更なる説明によると「セツルメントと隣保館を

分けているが厳密にいえば分けるべきで，前

者は定住者または仮住者がいて，全ての事業が

教育的であり，大体，1854年以後にできたも

のであるが，後者は隣人愛の運動と実践に中心

をおき歴史的には古く新約聖書のルカ10章の

「良きサマリヤ人」以来の隣人への愛の奉仕で

ある，と区別することができる。」とのべてい

る（注5）。これを一般的なセツルメント類型でみ

ると前者は教育を目的にした運動であり，後者

は宗教を基盤にした慈善活動ともいえる。

　アメリカのセツルメントはアメリカのスラム

は下層労働者の堆積に加えて，人種間の問題

というコミュニティの課題と要求から出発し

た。したがってこの課題を安部志郎は「イン

テグレーションが最大の課題となった。Social 

Gospelの思想に裏づけられたセツルメントは

広域社会との架橋の役割よりも，地域社会内

の人間関係の調整が強調され，次第にグルー

プ・ワーク中心の施設へと変化していった。第

二次世界大戦の頃からセツルメントに総合的な

機能が要求されたので，コミュニティ・オーガ

ニゼーションと住民参加の導入が図られ，都市

計画による地域改善をいかに受け入れるかの問

題に取り組むようになった。しかし，レジデ

ントの伝統はアメリカでは次第にうすれ，セ

ツルメントは主流から脱落していくことにな

る。1915年ごろから，セツルメントにコミュ

ニティ・チャーチの概念が結合して「コミュニ

ティ・センター」が起こってきたが，間もなく

成人教育やレクリエーションのプログラムに転

化していき，コミュニティ・センターが活動す

るようになった。このコミュニティ・センター

ではグループ・ワークを中心とした社会事業技

術が尊重され，ますます専門機関としての色彩

を強めていくことになった（注6）」とその間の変

化を説明している。

1）アメリカのコミュニティ・オーガニゼー

ションの形成

　アメリカの特徴はその後の活動として発展し

ていった財団や寄付を財政基盤とする民間福祉

事業であり，キリスト教救済事業であり圧倒的

な規模の非営利機関の存在である。そしてその

中心活動をコミュニティ・オーガニゼションへ

と発展させていったが，その流れを柴田は5段

階に整理している。5段階説を引用しながらそ
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の内容をみておこう（注7）。

　第一段階　―COS運動が起こった19世紀後

半から20世紀初めCOSのもつ連絡調整がのち

のコミュニティ・オーガニゼーションへ

　第二段階　―1910年ごろからはじまり，こ

のころからCOSはケースワーク活動に注目し，

連絡調整の機能がはたせなくなり，1909年か

ら1917年までに各地でそれにかわる社会福祉

協議会や施設協議会が組織されるようになっ

た。また，このころは各種慈善団体や施設はそ

れぞれ別々の募金を行っていたが，募金と分配

を合理的に定める方法が提案され，共同募金へ

と発展した。

　第三段階　―1920年代から1940年代ごろま

でである。この時期は大恐慌により失業者がふ

え，民間の慈善団体だけでは対応しきれなく

なったため，連邦政府が各州に補助金をだして

貧困問題に対応するようになった。この頃のコ

ミュニティ・オーガニゼーションは「ニーズ・

資源調整説」とよばれ，1939年レイン報告で

まとめられた。

　第四段階　―1940年から1947年の時期は

ニューステッターの「インターグループワー

ク」を提唱した。これはセツルメントやYMCA

など地域のグループの力を活用して問題解決を

図る，というコミュニティ・オーガニゼーショ

ンの技術であった。

　第五段階　―1950年代にはロス（Ross, M.）

が「コミュニテイ・オーガニゼーション」理論

を確立し，13の「組織化に関する諸原則」を

示した。

　その後，1960年代には公民権運動や貧困戦

争を背景に「職業部隊」雇用対策事業や「ヘッ

ドスタート」教育事業，VISTA（Volunteers In 

Service To America）などの貧困層へのボラン

ティア活動など貧困者自身の参加による生活改

善と自立促進への補助事業が盛んになり，ロ

スのプロセスを重視した概念だけでは説明で

きなくなっていった。ロスマン（Rothman J.）

は1968年にロスの理論を継承しながら実践の

3つのモデル提唱―地域開発モデル，ソーシャ

ルアクションモデル，社会計画モデルが謳われ

た。

　因みにアメリカの〈コミュニティ・ケア〉は

慢性疾患をもつ障害者や高齢者の長期ケア政策

の一部と考えられている。特にこれと関係して

医療制度メディケア，医療保険制度やメディケ

イド，医療扶助がある。このためこうした目標

には医療費抑制があり，このための効果的なケ

アマネジメントの実施が求められている。

（2）イギリスにおけるセツルメントの発展過程

　フレデリック・モーリスが大学生数名とロン

ドンのイースト・エンドにおいて労働大学を設

立したのがセツルメント運動の萌芽といえる。

チャールス・キングスレーは大学の関係者や教

会員を率いて社会改善の事業にあたった。従っ

てセツルメントの最初はUniversity Extension

（大学延長講義）から始まっている。1884年

にアーノルド・トインビーを記念してトイン

ビー・ホールと命名し，初代館長にはサムエ

ル・バーネットが招請された。その後全英に

100ケ所ほどのセツルメントが建設されたが，

これらはいずれも2つのセツルメント教会，

「定住セツルメント連盟」か「教育セツルメン

ト協会」に所属した（注8）。

　1）イギリスの特長

　第二次世界大戦後，社会保障制度の進展に伴

い，セツルメントの活動分野が縮小され，衰退

を余儀なくなれるという現象に直面しなければ

ならなかった。

　他方，コミュニティ・アソシエーションと
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いう新しい運動が台頭し，コミュニティ・セ

ンターと表裏一体の関係で発展した。コミュ

ニティ・アソシエーション，セツルメント・コ

ミュニティ・オーガニゼーションによってつく

られた土壌から，コミュニティ・ワークとコ

ミュニティ・ケアという英国独自の概念を形成

することになった。

　第一次大戦後に建設された住宅地区で，住民

が集合し交換し合う共同の場をもとめたのがコ

ミュニティ・センターの歴史の起源であるとい

われる。コミュニティ・センターの目的は次の

4つである。

（一）　信条，意見，興味の如何を問わず，地域

住民がレクレエーションの目的をもって，近隣

性を高めるために集合する場所である。

（二）　住民が地域社会への理解と関心を深め，

地域社会の生活と問題への責任感を強めること

を援助する。

（三）　レクリエーション，文化，教育活動のた

めに設備と指導者を提供し，住民のパーソナリ

ティの発達をたすける。

（四）　個人ではなしえない自発的グループを組

織する。

　イギリスのコミュニティ・センターがアメリ

カの成人教育機関から出発したのと根本的に異

なっていて，その特徴はコミュニティ・アソシ

エーションの組織と不可分な関係において結び

ついていることである。コミュニティ・アソシ

エーションは地域全住民を対象とし，住民個人

が会員となる組織である。全員加入が原則であ

り，会員中から選ばれた委員によって運営に当

たる。①コミュニティ・センターの運営，②住

民の相互扶助，③地域の福祉達成のためのソー

シャル・アクションという3つの機能を有す

る（注9）。

　2）イギリスのコミュニティ・ケアの形成

　イギリスはアメリカと違って基本的には寄付

と組合費を財源とし，その形態は協同組合型慈

善活動・アソシエーション型であった。その

活動内容はコミュニティ・ケアの考え方が主

流であった。このコミュニティ・ケアの概念は

1960年代から広くもちいられるようになった。

　イギリス政府の定義のよると「コミュニ

ティ・ケアとは，老齢，精神病，精神障害およ

び身体的・感覚的障害という問題の影響を被っ

ている人々が，自分の家，もしくはコミュニ

ティのなかの『家庭的な環境』において可能な

限り自立した生活をおくるために必要としてい

るサービスと支援を提供することである。」（注10）

　コミュニティ・ケア政策は1920年から1930

年代に精神保健・知的障害の分野でみられ，

1940年代後半には児童福祉の分野でもみられ

るが，1960年代はコミュニティ・ケアの推進

が政府の重点的な政策目標と一つとなった。そ

の後の政府の動きは以下のとおりである。項目

だけをあげておく。

1968年　シーボーム委員会報告―自治体

福祉行政の組織改革

1982年　バークレイ委員会報告―コミュ

ニティ・ケア実践のためのワー

カーの役割について

1990年代「国民保健サービスおよびコ

ミュニティ・ケア法案」

ミュニティ・ケア改革1991年か

ら1993年に実施

1997年　ブレア首相政権下の改革―いわ

ゆる「第三の道」の選択

　3）イギリスの民間地域福祉機関

　イギリスにはLDAs（Local Development Agen-

cies）ローカルデベロップメント機構と総称さ

れるボランティア組織が各地にある。基本的に
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は基礎的自治体の範囲の地域で活躍する機関で

あり，その役割は地域の民間活動を支援し，民

間組織相互を結びつけ，公私のサービス供給主

体の協議を促進する。その活動は広く，福祉だ

けではないが，地域に根ざして住民や民間団体

のボランタリー・アクションを支える民間地域

福祉機関といえる。

　LDAsには3つのタイプがある。

①　あらゆるボランタリー・グループやコミュ

ニティ・グループの支援を行うジェネラ

リスト機関（CVS＝民間福祉協議会，

RCC＝農村地域協議会など）

②　ボランティア活動等に限定した支援を提供

している機能的機関（ボランティアビュー

ロー等）

③　特定タイプのボランタリー組織を支援する

スペシャリスト機関

LDAsの重要性は民間組織の将来的役割を提起

したウルフェンデン報告（1978）により認め

られその役割と機能を以下のように示された。

①　ニードの明確化とサービス開発

②　民間組織支援

③　民間組織間の仲介・連携促進

④　民間セクターの代表

⑤　個人へのサービス提供（例外的）

　1998年，政府とボランタリーセクターとの

パートナーシップについての覚え書き（コンパ

クト）が示されたが，地域レベルでのコンパク

ト（local compact）を進める役割がLDAsに期

待されている。これが今でも続いている（注11）。

4）イギリスのコミュニティ・ワークの形成・

展開

　イギリスのコミュニティワークは，慈善や社

会改良のトップダウン型の系譜と労働者運動や

住宅借家人運動に代表される集団的運動・ボト

ムアップ型の系譜があり，両系譜の相互作用の

なかで発展してきた。

　1982年のバークレイ委員会報告では，ソー

シャル・ケアの計画とカウンセリングを統合

し，地域社会を基盤としたコミュニティ・ソー

シャルワークという疑念が提起されたが，イ

ギリスのコミュニティ・ワークはソーシャル・

ワークの枠内のみに収まるものではないとの認

識が根強く，それは青少年・社会教育分野，保

険・健康政策分野，住宅・都市計画，他文化共

生，そのほかさまざまなボランタリーな活動や

コミュニティ活動にかかわっている。

　史的に追ってみよう。

1960―1970年代　コミュニティ・ワークが急

速に発達

1968年，ガルペンキアン報告―コミュニ

ティ・ワークの理論体系化

1968年　シーボーム委員会報告―自治体社

会福祉行政のコミュニティアプローチ

1970年代にはボランタリー・セクターだけ

でなく，政府補助事業であるアーバンプロジェ

クトやコミュニティ・ディベロップメントプロ

ジェクト等の実施により自治体に多くのコミュ

ニティワーカーが雇用されて，コミュニティ・

ワークの黄金期をむかえる。

1970年代半ばからの経済危機と福祉国家批

判のなかでそれは終焉した。

1980年代―1990年代の初頭，市場原理に基

づく地域経済政策のもと企業が地域再生開発の

全面に立つようになり，失業対策ともなる傾向

がみられた。

1990年代のコミュニティ・ケア改革による

地方自治体の役割の転換（サービス提供者から

民間のサービス購入者へ），「契約文化」の導入

とインフォーマル・ネットワークの強化は，自

治体，ボランタリー・セクターのあり方を変え

ている。
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　最近のコミュニティワーカー調査によると，

雇用機関はボランタリ・セクター（53％），行

政セクター（42％），非営利セクター（1％），

その他（4％）であり，複数のセクター・機関

からなる「パートナーシップ」によって雇用

（8％）

　ボランタリ・セクターのワーカーはポストの

財源のため，短期期限つきが多く雇用が不安

で，5割を超えるコミュニティワーカーがその

存続のために資金調達活動を仕事の一部として

いる。

　支援方法としては上位をしめているものとし

て　―ネットワーキング，能力向上と研修，

セルフヘルプグループへの支援，コンサルテー

ションである。それらと比較して，キャンペー

ンなど運動的な活動やアドボカシーについては

低くなっている。こうした支援内容は，他機関・

セクターの協働と参加を標榜する1990年代後

半の一連のコミュニティ志向の政策を反映して

いる（注12）。

3　日本における民間組織・団体とコミュニ

ティ・ワークの形成

　日本は地域相互扶助型，家族・親族系支援型

が基盤となって特殊な形態で発展した。公的な

政策から地域福祉的視点の強調とともにその活

動はコミュニティ・ワークへとむけられた。た

だ，財政的には半官半民的な活動から明確な財

源ソースはなくほとんどがなんらかの公的支援

で支えられている。

（1）日本のセツルメントの特徴

　セツルメントが日本に入ってきたのは1890

年（明治23年）で，当時は社会殖民事業，社

会同化事業，大学殖民事業，細民化事業，交友

化事業等の訳語で表現されていたが，1921年

頃からは「隣保事業」という訳語を用いていた。

　日本の場合はイギリスやアメリカの発展の事

情とは異にしている。

　まず，セツルメント運動の変遷を西内（西

内，1971, P74―75）の時期区分を参考にみてお

こう。西内は四期にわけている。

　第一期は1918年から米騒動まで。この時期

はセツルメントの草創時代と資本主義の勃興期

にあたる。第二期は1937年の日支事変までで，

セツルメントの全盛期であり，資本主義の爛熟

期にあたる。第三期は太平洋戦争終結まで。こ

の時期はセツルメントの衰退期であり，ファシ

ズムの全盛期となる。第四期は1945年より現

在（執筆時：1968年）まで。セツルメントの

復興期であり，日本の民主化の時期にあたる。

　この間の動きは安部の説明を参考に追お

う（注13）。

　一般に社会事業が慈善事業の観念から脱し

て，社会連帯思想となっていったのは，時期区

分では第一期の米騒動，騒動は無産階級の全国

運動として位置づけると，この運動以後のこ

とといえる。もともと英米では資本主義機構に

よって制限された人間関係の回復を図るセツル

メント運動であったが，日本社会では家父長制

家族の社会構造と社会通念としてあった「近親

隣保の総合扶助の美風」に支えられた封建的人

間関係の社会構造の中にあった。従って国家形

成に役立つ人間が価値ある行動であったし，貧

困の社会的責任は国家の責任であるとは認めら

れていない時代であった。

　前近代的社会に導入されたセツルメントは治

安警察法（1900年）による労働運動の弾圧と

相まって，一方では片山潜に代表される社会主

義運動へと発展し，他方では，社会的姿勢を弱

めて，宗教的伝道を目的としたり，社会事業技

術中心の施設への方向をとらざるをえなかっ

た。1897年に片山潜が東京神谷設立したキン
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グスレー館が最初のセツルメントであると言わ

れる。英米のセツルメント運動の影響を受けた

片山潜が開設したキングルレー館は片山が労働

運動に接近し，社会主義者に成長し，セツルメ

ントから離れていくことによって挫折した。

　初期に開設された岡山博愛会，救世軍大学殖

民館，岬会館，有隣園，暁明館，救世軍愛隣

館，愛染園はキリスト教の伝道と直接結びつ

き，マハヤナ学園，四恩学園，慈光学園，光徳

寺善隣館などの仏教施設においても社会改良的

思想は弱められていた。

　セツルメントの歴史の第二期は，米騒動の結

果，多くの公立セツルメントと大学セツルメン

トが生まれたところに特徴がある。東京帝国大

学セツルメントを中心とする学生セツルメント

は本来意図する教育的性格が継承され，特に労

働者教育をとおして大学人との交流の場が成立

したことは特記されてよいであろう。

　この時期，1921年から1926年にかけて設立

されたセツルメントが公立であったことは日本

の歴史の特殊性を現している。ボランタリーな

性格を持つセツルメントが地方公共団体の手に

よって行われたということは，基礎となるべき

市民社会が十分成立していないため社会共同体

意識が乏しかったということと，不完全な社会

政策を補い，階級闘争の緩和剤としての役割を

果たしていたということを意味している。

　1930年代の日本資本主義の危機，満州事変

の勃興を経て，セツルメントは歪められ，国策

実現の手段と化していった。

　戦後，第三期ではセツルメントは財政的基盤

もほとんど消滅してしまっていた。セツルメン

トの不振は財的裏づけの貧困にあると考えられ

ていた。しかし1958年には社会福祉事業法，

第二種事業のなかに隣保事業として認められた

にもかかわらず，この隣保事業の一環としてな

される認可事業には措置費，委託費が支出され

ても隣保施設固有の事業には公費が支出される

法的根拠がなく，依然として財源難に苦しまな

ければならなかった。共同募金の対象にすらな

らなかった。もう一つの問題はセツルメントの

分野が，社会教育法による公民館によって占め

られたことである。しかも公民館は全国的に普

及したのに，セツルメントは法的にも，行政的

にも位置づけられていなかった。

　しかし，もっとも大きな問題は戦後のセツル

メントがかつてと同じ比重と価値とをもって社

会のうちに存在を主張しえない理念的不明確さ

にあるといわなければならない。存在そのもの

が社会的に問われたのに対し，セツルメントは

何も応答することができなかったのである。

　ここで，隣保事業について説明を加えておこ

う。

　隣保事業はsettlement workの訳語である。

大正後期からは「隣保事業」として統一された。

施設は今日でも隣保館，生活館，社会館，厚生

館，友愛館，善隣館，市民館などとさまざまに

呼称され，統一されていない。

　大正時代においては隣保事業に対してその必

要な条件は「斯業者が全き一個の友人として，

その隣保に対して人格的接触をなし，絶えずそ

の隣人の福利のために物質的精神的欠乏を補給

し，そのコミュニティに定住または仮住する」

（『日本社会事業年鑑1925年』）となっていた。

がしかし今日の隣保事業は理念・機能において

二つに大別される。

　一つはスラムや生活改善を要する地域などの

「福祉に欠けた」状態の近隣地域社会を対称に

し，住民との人間的接触をとおして，近隣地域

全体を改善しようとする専門機関であって，セ

ツルメントと通常呼ばれているものである。

　他は一般地域を対象にしたコミュニティ・セ



― 72 ―

名古屋学院大学論集

ンターと呼ばれる福祉施設である。

　セツルメントは生活障害の多い近隣地域社会

に社会共同体を形成するための働きの一つであ

る。

　因みにここではコミュニティとは，地域住民

が健康にして文化的な生活を享受し，適正な職

業に従事し，地域に対する責任を連帯的に負う

だけの意識をもつ共同体のこととしている。

　最近の動きについて，濱野は「現代セツルメ

ント」の類型としてまとめている（注14）。「セツ

ルメント理念を追求していこう」という思考を

もつ団体を仮に「現代セツルメント」と名づけ

て考察すると決して本質的なものではないが施

設の運営方針として地域社会にどのようにアプ

ローチしようとしているかのニュアンスによっ

ていくつかの種類にわけることが可能としてい

る。

　第一のタイプに釜が崎地区，山谷地区，寿町

地区のように目に見える貧困地域での諸団体の

活動（伝統型）

　第二のタイプは保育所をはじめとする通所施

設を事業運営しており，そのうえで，地域への

アプローチを第一義的事業をして方針化してい

る「コミュニティ・センター」

　第三のタイプは入所施設運営を中心にしてい

る法人が理念としてセツルメント思想を揚げ，

地域にアプローチしている「施設型」

　これらを称して「現代セツルメント」と呼ん

でいるがこれらの分野が相互に各残と分離され

るわけではなく，いわばグラデーション的曖昧

さを伴っているのが現実であるが仮説的モデル

としている。

　そして，現在でもなお，「全日本事善組織施

設協会」がセツルメントの理念をまもる活動団

体としている。こうしたセツルメントを仮にと

いうことで「現代セツルメント」といって，区

別してその意義を強調している。

（2）日本における民簡組織・団体

　日本では地域に関わる営利，非営利民間組織・

団体は多様な様相を呈している。

　それらは，社会福祉法人，社会福祉事業団，

社会福祉協議会，生活協同組合，農業協同組合

の他，特定非営利活動促進法（1998年制定）

にもとづく特定非営利活動法人（NPO法人）

なども含まれる。更に最近では，介護保険事業

や障害者自立支援給付事業，その他の福祉サー

ビスを就労の機会として組織化したワーカー

ズ・コレクティブやコミュニティ・ビジネスな

ども生まれてきている。また，当事者団体・セ

ルフヘルプグループ，地域のさまざまなボラン

ティアグループなどがある。

　さらに，このような社会，経済的な環境のも

と，地域福祉にかかわる民間組織・団体は地域

福祉の発展にどのような役割を果たすべきか。

こうした組織や団体の持つ特性を5点ほどにま

とめられる。

その特性は

①　地域社会において経済効率だけでは

計れない新たな価値を創出すること

②　制度の範疇外であるニーズの掘り起

こし対応をすること

③　地域に潜在的に存在する新たな社会

資源を改革したり開発すること

④　行政で対応できないニーズに迅速に

意志決定を行い柔軟に対応すること

⑤　地域の人材や資源などを効率的，効

果的に活用すること，などがあげら

れる（注15）。

　ここで，慈善事業としてのセツルメントの概

念を明確にするため，既存の民間組織や団体の

種類とその内容を先の『地域福祉辞典』（2006）

を参考にまとめておく。
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　ⅰ　NPO法人―1998年制定，現在2006年6

月末全国で2万7414の団体が認定をうけてい

る。NPO法で定める17の特定非営利活動のな

かでは，保健，医療，福祉の増進や社会教育の

増進，まちづくり，子どもの健全育成など社会

福祉に関連する活動が多い。

　ⅱ　社会福祉法人―1951年社会福祉事業法

が制定されたに伴い，社会福祉法人も制度とし

て創設されたが，その後事業法の一部改正がお

こなわれ2000年の社会福祉法が成立した。こ

のなかで社会福祉法人法の経営原則（第24条）

および（第26条）が規定された。これにより，

運用に制限があるものの，自主的に経営基盤の

強化を図り，福祉事業に支障のない範囲にお

いてその収益を公的事業への資金充当（収益事

業）ができることになり，サービス提供におい

ても質の向上及び事業経営の透明性が求められ

るようになった。

　また，それに従って従来のサービス提供機関

は公的機関または認可機関（社会福祉法人）を

基本とした，2つの提供体制とボランティア団

体だけであったのが，規制緩和による多様な組

織，機関の参入によりサービスの質においても

競争原理が持ち込まれ市場原理のなかでの経営

強化能力がもとめられるようになっていった。

　ⅲ　生活協同組合―協同組合の一形態であ

る。協同組合いを「共同で所有し，民主的に管

理する事業体を通じ，共通の経済的，社会的，

文化的ニーズと願いを満たすために，自発的に

手を結んだ人々の自治的な組織である」と定義

している。我が国の生協は厚生労働省が所管す

る消費生活協同組合法にもとづいて運営されて

いる。

　福祉サービス供給システムを厚労省が設置し

た研究会報告書（1989）では大きく3つにわけ

て，生協のサービスの位置づけを自発的福祉

サービス供給システムを中心に他の部分，公共

的福祉サービス供給システム，市場的福祉サー

ビス供給システムにも広がるということを指摘

している。

　しかし，一方で，生活課題への対応が組織内

で自己完結され，地域の行政，社会福祉協議

会，福祉関係団体，住民組織との連携に弱さを

残している。

　今後はその独自の性格を生かしつつ他の諸団

体との協働を強め，地域福祉の推進者として，

新たな展開が期待される。

（＊現実の状況―新聞記事〈2007年7月16日朝日

新聞〉によると財政の困難さともう一つ，地域で

の組合員の参加が伸び悩むこと，また同地域にあ

る同種企業との競争に勝てないという事情を伝え

ている。）

　ⅳ　ワーカーズ・コレクティブ　―日本での

この活動は神奈川県の生活クラブ生協の事業委

託からはじまった。実態は220団体，メンバー

は6000人を超える。（2005年3月末）

ワーカーズ・コレクティブとは：

　ア　雇用・被雇用の関係ではない，主体的な

働きかたで，全員が出資し，経営し，労働する

ことを基本とした「働く人たちの協働組合」

　イ　地域で安心して暮らすために必要なモ

ノ，サービスを生活者・市民の視点から提供す

る非営利の市民事業

　ウ　自分を生かす仕事，地域づくりや環境保

全に貢献する仕事，制度に規制されることな

く，「自分らしさ」をもとめられ，ひいては人

本位の生活支援サービスが地域福祉コミュニ

ティ形成する目的がある。

　こうした活動は社会システムを請け負う仕事

から参加型に転換するための手法として期待さ

れる。

　具体的には2007年度から始まる団塊世代が
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そのキャリアをいかした仕事の場として受け止

められる受け皿ともなる。また多重債務，ホー

ムレスなどの今日的問題や孤独な暮らしをして

いる人々への起業・就労の多様化をしめし，ス

ローワーク，スローライフの実現をはかること

が求められている。

　ｖ　コミュニティビジネス　―後に改めて

議論する。

　定義：経済産業省では「市民が主体になっ

て，まちづくり，環境問題，介護，子育てなど

の地域のさまざまな課題をビジネスの手法で解

決すること」をコミュニティビジネスとしてい

る。具体的にはボランティア活動組織や任意団

体，NPO，個人事業者等による多様な主体に

よって，これまで市場化するまでに至っていな

かった地域の課題やニーズに，住民が主体的に

かかわることで事業化した「問題解決型事業」

と，人や物，場所，情報などの資源を活性化

し，事業として稼働した「資源活性化型事業」

がみてとれる。またこれらの事業が活発に展開

するために，コミュニティビジネスを支援する

中間支援機関も存在している。

　以上日本に見られる民間組織・団体の代表的

なものを取り上げてみてきたが，各事業体の特

性をだしつつも理念やサービス活動において共

通の，市民に安全，安心，安定した生活支援，

地域をささえる労働力としても評価されるが，

こうした準市場型活動は今ひとつダイナニズ

ム，活性化が求められる。その為の仕掛けが必

要であろう。

Ⅲ．社会福祉協議会の運動体と事業体の統合

1　社会福祉協議会の源流

　社会福祉協議会（以下社協）は戦後，GHQ.

厚生省の指導の下に日本社会事業協会（1947

年中央社会事業協会＊と全日本私設社会事業連

盟が合併），恩寵財団同胞援護会（1945年軍事

援護会と戦災援護会が合併））全日本民生委員

連盟（1946年全日本方面委員連盟改組）の三

団体の官制的な再編成よって1951年1月に中

央社会福祉協議会の結成（翌年全国社会福祉協

議会連合会，1955年には全国社会福祉協議会

に改組）によって現在の社協が設立された。さ

らに同年中には，全都道府県の社協の結成が行

われている（注16）。

（＊なお，この中央社会事業協会は1908年設立され

た中央慈善協会が前身である。）

　自発的な社協の創設の要請であったにもかか

わらず，戦前の体質を温存したままの半官半民

的な全国的社会事業連絡団体が，「公私分離の

原則」により，形式的に「公」から切り離さ

れ，組織化が行われたという批判は今もって議

論に残っている。

　このような社協の創設の特殊性からも，必ず

しも社協がセツルメント活動を引き継いでいる

といいきれないが，その影響はやはり社協の理

念の根底にあろう。いずれにしても，英米で

発展したセツルメントのもつ理論はコミュニ

ティ・オーガニゼーションというソーシャル

ワークの方法を軸に地域社会の向上に活動した

もので，占領下のもとでの民間社会事業組織の

再編はその過程においてコミュニティ・オーガ

ニゼーションの理論をうけて発足した。

　特にアメリカのコミュニティ・オーガニゼー

ション理論そのものも自由主義に基づくもので

あったが，その方法を社協活動は非常に特殊な

日本の状況の中で受け継ぎ，特殊な地域活動の

主たる担い手として法的の規定された民間団体

として位置づけられたのであった。

　このように戦前の地域を基盤とした社会事業

の諸活動とその継承としては，隣保館などの



グローバル時代の“セツルメント”再興の意義

― 75 ―

セツルメント運動や方面委員活動が挙げられる

が，ここではセツルメント活動の理念や機能が

社協活動，特に初期社協の成立の中にどのよう

に継承されていったのかの視点に絞ってみてみ

たい。

2　社会福祉協議会の設立

　社協の設立において決定された「社会福祉協

議会組織基本要綱」（1962年4月）では社協の

目的及び性格について以下のように規定してい

る。

（性格）「社会福祉協議会は一定の地域に於い

て，住民が主体となり，社会福祉，保健衛生そ

の他生活の改善向上に関連のある公私関係者の

参加，協力を得て，地域の実情に応じ，住民の

福祉を増進することを目的とする民間の自主的

な組織である」

　1951年の社会福祉事業法制定当時は全国お

よび都府県社会福祉協議会が規定されたのみ

で，市区町村社会福祉協議会は法的には規定さ

れていなかったが，1983年に市町村社会福祉

協議会の法制化，続いて1990年には指定都市

および区社会福祉協議会についての位置づけを

した。

　その後，制定された「新・社会福祉協議会基

本要綱」（1992年4月）でその性格を規定して

いる。

①　地域における住民組織と公私の社会福祉事

業関係者等により構成

②　住民主体の理念に基づき，地域の福祉課題

の解決に取り組み，誰もが安心して暮す

ことのできる地域福祉の実現をめざす

③　住民の福祉活動の組織化，社会福祉を目的

とする事業の連絡調整および事業の企画・

実施をおこなう

④　市区町村，都道府県，指定都市，全国を結

ぶ公共性と自主性を有する民間組織であ

る

　その後，2000年の社会福祉法では第10章第

2節で社会福祉協議会が取り上げられ，第109

条において市町村社会福祉協議会及び地区社会

福祉協議会でその目的，性格など規定され，そ

の一では社会福祉事業法の74条4項をうけて

「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」

という事業体としての社協の活動を求めてい

る。

　社協の生成は2つの流れから見る必要があろ

う。一つは民間社会事業化の流れであり，もう

一つは地域組織化―ソーシャルワークからみ

た組織化方法である。

　戦後のわが国ではコミュニティ・オーガニ

ゼーションは民間社会事業組織の再編のなか

で，事業・団体・施設などの組織化をはかる方

法として導入された。そしてこの方法は日本的

土壌にあった社協の理論の形成過程において重

要な位置づけをしめ，原点となった。

　一方，先のセツルメント活動は戦時中授産

所，保育所，相談事業，クラブ活動を行ってお

り，戦後，苦しい生活ではあったが，戦前から

の家族や地域社会の相互扶助はある程度機能し

ており，むしろ緊急課題は引揚者，戦災者，生

活困窮者などを対象とした収容型施設事業の整

備となった。しかしセツルメントの数は1947

年，厚生省調査では101ケ所，減少していた。

更に社協が設立された1951年には51ケ所と更

に減少傾向を示していた。

　戦後は数でみるように公私分離の原則の下で

セツルメントは衰退を余儀なくされた。その原

因としては①1951年の社会福祉事業法の制定

に隣保事業が制定されず，財政的には事業ごと

の措置費や委託費によって左右されたこと，②

セツルメントの活動が共同募金の配分にならな
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かったこと，③社会教育法による公民館活動が

セツルメントと重なった。こうしてセツルメン

ト本来の機能や事業は縮小し，衰退していった

のである（注17）。

3　事業型社協と地域福祉の総合的推進の方

法：「運動体」と「事業体」の統合化の課

題

　先の源流でもふれたが，1992年4月社会福

祉協議会は「新・社会福祉協議会基本要項」を

策定した。これは，福祉関係8法改正（1990年

6月）による市町村の役割重視，在宅福祉の充

実などの福祉改革に対応するものであり，従来

の実践の総括とともに社協の新たな活動方針，

「事業型社協」を打ち出したものであった。そ

れは社会福祉事業法に加えられた第74条4項

の「社会福祉を目的とする事業の企画・実施」

を具体化する取り組みであった。「事業型社協」

は社協における福祉サービスの供給を強調する

ことからこれまでの地域組織化を社協の基本機

能とした「運動体」から，福祉サービス供給を

基本機能とした「事業体」へ社協を転換したこ

ととなり，社協にとって大きなターニングポイ

ントとなった。そしてこの事業型社協は「運動

体」と「事業体」を統合化し，今後の地域福祉

の綜合的推進の方向を示すものとして注目を浴

びた。

　その後，1998年の社会福祉基礎構造改革（中

間報告）は措置から契約による利用制度への転

換などの提言をうけてその基本的方向がしめさ

れたが，その柱にも福祉サービスの供給主体の

参入促進が謳われた。更に2000年の「社会福

祉法」制定により社会福祉事業法が大幅に改正

された。ここでは更なる地域福祉の推進，地域

福祉権利擁護事業の法定化（福祉サービス利用

援助事業へ），地域福祉計画の策定などが含ま

れ，社協の地域福祉活動「運動体」と規制緩和

された福祉業界への事業の参加が増す中，「事

業体」としての役割がますます期待された一方

で民間の自由組織としての性格をもつ社協が在

宅サービスを実施するということと，本来の機

能である社協のコミュニティ・ワーク活動との

関わりへの疑問もだされた。

　社協が直接サービスを提供する理由および課

題を山口稔は述べている（注18）。以下山口の議論

を引用・参考にしてまとめている。

①　地域社会の問題の発見からその解決までの

一貫した対応をはかるためにも，組織化

機能とサービス提供機能が包摂される。

②　財政的制約や行政下請け化の回避のために

も在宅福祉サービスへの取り組みはその

質的飛躍を求められる。

③　社協は民間組織として先駆的，柔軟性，創

造性と公私関係者の参加により高い今日

強制により，安定かつ継続的な在宅福祉

サービスが提供できる。

④　社協は他の組織などに比べ，在宅福祉サー

ビスの制度化や民間財源を含め財源確保

に取り組むことができる位置にある。

⑤　社協は在宅福祉サービスは地域組織化活動

をその前提としており，その点では地域

組織化活動に支えられた在宅福祉サービ

スが可能である。

　振り返ってみると個々の市区町社協が供給主

体になれるかどうかの判断はどのようにみるの

であろうか。

　その要件としては①地域住民，当事者および

その組織，関係機関・団体などの賛同が得られ

ること，②事業の不適当な競合がないこと，③

事業の拡大や固定化が組織化活動を妨げないこ

と，④社協の体制，専門性，運営能力など，そ

の力量にふさわしいものであること，⑤個々の
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市区町村社協が自主的・主体的に判断できるこ

と，⑥在宅福祉サービスの運営が財政面も含

め，健全に成り立つことなどである。

　事業型社協は5つの部門（機能）を兼ね備え

ている。

①生活・福祉問題を抱えた住民の個別ケースに

かんするケアマネジメント部門，②公的サービ

スの受託運営，住民参加型在宅福祉サービスの

開発・推進にあたる福祉サービス推進部門，③

地域福祉活動の手法を活用し，地域組織化活動

を行う地域福祉活動推進部門，④地域福祉活動

計画，福祉組織化，福祉サービス運営に関する

業務管理部門，⑤幅広いボランティア活動の支

援・振興に取り組むボランティア事業部門であ

る。

　事業型社協の持つ課題について以下のことが

考えられるだろう。

①　ケアマネジメントに代表される個別ニーズ

の充足，ケース・レベルの問題を組織的

に解決していく方法やシステムづくりに

その意義がある。今後は福祉・医療・保

健のなどの専門機関との連携のなか高度

化させることが重要である。

②　事業型社協の目的は最終的には福祉コミュ

ニティの形成にある。小地域福祉ネット

ワークづくり，当事者の組織化，そして

NPO団体への支援・協働など幅広く住民

の参加を得て事業型社協を推進していか

ねばならない。

③　今後最大の事業者として大きな位置づけさ

れることになるが，サービスの適切な運

営・管理を行う民間の非営利組織である

ということで経営という視点と整備-強化

が求められる。

④　1998年のNPO法で福祉NPO団体への支

援の強化とともに公益性と公共性をもつ

社協は住民ニーズの即した質の高いサー

ビスや効率的・効果的運営が求めらる。

⑤　現在の社協の財源はその約7割を補助金

と在宅福祉サービスなどの委託金などに

よる公費によっている。具体的には2001

年度の資料であるが，全国で約11万人

の職員を擁し，一社協あたりの財源構成

は補助金18％，受託金23.6％，介護報酬

31.7％，その他会費，寄付，共同募金配分

金である（この数値は「地域福祉辞典」

P308から引用）。

⑥　サービス利用者の選択にたいしてその契約

手つづき等が困難な住民に対して社協は

権利擁護的な機能をもって対応していく

ことが求められる。

　一方，特記すべきことに，この事業型社協に

なって従来のコミュニティ・ワークの発想か

ら，地域社会共通の福祉問題の解決に取り組む

という方法に個別ケースの問題解決をする仕組

みを位置づけたことであった。そして個別問題

解決のために小地域福祉ネットワークなどの地

域組織化，新しい福祉サービスの開発・運営や

その調整のためのケアマネジメントの取り組み

など，まさに直接サービスの提供と組織化活動

との一体化が生まれたのであった。

　基本的に事業型社協の第一の目標には福祉コ

ミュニティ形成が置かれなければならない。問

題はあるが，実際に数多くの機能をこなすこと

を求められる社協であるが，運営体制を整える

ためにも財源確保のための条件整備はそのサー

ビスの質を確保するためにも避けて通れない課

題となっている。いずれにしても真の住民主体

の組織前提の質を求める活動展開にこの財源問

題の戦略的検討が必要である。

　しかし，果たしてこの重い課題を実践のなか

で事業型社協にどのように組みきれるかであ
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り，やはりこの統合は試金石となろう。

Ⅳ．セツルメントの再興と今日的形態

1　改めてセツルメントの理念の変遷

　今までの考察から改めて，セツルメントのそ

の思想と意義を阿部志郎のセツルメントの歴史

的意義観に依拠しながら整理してみよう（注19）。

　まず，「社会福祉の歴史でチャルマーズの運

動，COSなどコミュニティなどに深く関わっ

た活動はあったが，コミュニティに基礎をおい

て事業を展開し，その改善を目的にしたのはセ

ツルメントであった。セツルメントが貧民・失

業者の友人たろうとしただけでなく，地域住民

を対象として，包括し，～人格的交流を基礎と

して住民の持つニードの実態を明らかにする調

査を重視したことにある。」と阿部はその意義

をのべる。

　セツルメントの思想としてもそこには単なる

慈善事業に終わるのではなく地域住民のニーズ

調査発掘により，地域の改善のための運動体で

あったこと。そして教育活動をとおして自立に

向けての支援があったことなど社会福祉の理念

を形作っていたし，セツルメントは単なる共同

利用の施設ではなく，人間関係を地域組織化へ

と方向づけるものがあったこと，など今日の地

域福祉への土台としてもその意義をみることが

できる。

　言うまでもないが，その簡，ケースワーク，

グループワーク，コミュニティ・オーガニゼー

ション・コミュニティ・ワーク・コミュニティ・

ケアとしてその専門的方法がうまれたが，今日

の福祉の中心的課題でもあるコミュニティ・デ

ベロップメント，ソーシャル・アクション，そ

してネットワーク・チームワークという協働の

方法，そして連携思想までつながっていると思

われる。

　さらに，ここで，セツルメントの理念の変遷

とその形の継承を今までの考察からまとめてみ

よう。

　セツルメントは時代の変遷の中で，現在多様

な形態や活動としてその理念が受け継がれてき

ていることは確認できた。日本でも先に名称だ

けをあげたが，直接の形ではないが , 多様な

民間組織がセツルメントのもつ機能を何らかの

形で受け継いでいる。

　直接の継承としては5つぐらいにまとめてみ

た。

　第一に隣保事業としてあるセツルメント―

コミュニティ・センター

　第二に慈善組織協会の流れから社会福祉協議

会

　第三にCOSの流れももつ民生委員

　第四に社会教育からでている「公民館」

　第五にセツルメントの思想もって活動してい

る全国地域福祉施設協議会

　勿論現代におけるセツルメント研究の意義に

もつながるがセツルメントの継承をどのように

考察するかは議論となるところである。また議

論の中には一概に上記のように継承されたとは

言い難いところもあろう。

　しかしながら，セツルメント活動の現在の実

動部隊としてはやはり社協の存在は地域的視点

からは重要であろう。

　慈善事業活動の一躍をになって英米で発展し

てきたセツルメントは日本では戦後の封建的な

価値をひきずったまま，住民の意識も民主主義

の思想が根づかないまま，官指導の未成熟なセ

ツルメント活動が動いた。セツルメントの歴史

でみたようにその定義にみる初期のいくつかの

原則―定住：人格的接触，教育活動，就労支

援，グループ活動，調査などが一定流れの中に
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みられたが，セツルメントのもつコミュニティ・

オーガニゼーションの方法を媒介に引き継がれ

ていった中心的組織は「慈善組織協会」，後の

「社会福祉協議会（社協）」の成立プロセスに継

承がみられる。

　その社協も初期の法的規定から社協理論を整

理してみると大きく変化してきたことがわか

る。隣保館にみる地域の慈善活動団体は，後の

非営利組織団体として受け継がれ，地域におけ

る様々な活動，特に1998年のNPO法律制定以

来増え続けるボランティア団体の中で，当時の

理念は一定継承されていった。社協は地域の組

織化と運動化の手法を受け継ぎ，諸団体，専門

機関等の連絡・調整というセツメントのもつ活

動を行ってきている。

　その後，在宅サービス等の事業が規定されて

くる中，社協の事業化が論点となっていった。

　制度にともなう事業化の変化を追ってわかる

ことは，あくまでも社協はその成り立ちから民

間団体といえども地域住民のための公益・公共

の利益を目的にいわば法制度の規定の中での活

動となり限界がある。自立して，真の意味の住

民主体の社会サービス事業の展開をこのままで

は進めることは困難であろう。先の財政の構成

からもわかるようにやはり自立組織団体として

動くためには新たな理論枠をつくらないと真の

意味で事業型にもなりきれず，さりとて民間事

業との競争に先駆けて走ることもできない。や

はり社協は様々な非営利セクター，営利セク

ター，公的セクターのネットワークと連携がそ

の機能であり，時にはパートナーシップとして

他のセクターを支援する役割をその中心に置い

くことがその中心機能であろう。

　以上の分析から，次に従来の慈善目的ではな

く，事業目的で，その手法もビジネス手法であ

る第3セクターといわれる組織体―企業体とし

ての社会起業に注目してみたい。

2　セツルメントと「社会的企業」の位置

　史的変遷の事業一覧のところで少しふれたが

「コミュニティビジネス」，つまり「社会的企

業」（「社会起業」ともいうが，詳しくはここで

は触れない。）の意味を再度検討にのせてみた

い。それはセツルメントの意図する理念の表現

と活動の違いは大きいが，中心としてきた人間

観がどの程度発展させられるかによって「新た

なセツルメント」の台頭としてみることが可能

である。このことが理論的に証明できることが

研究の中心的課題でもある。

　改めていうまでもないが，最近盛んにマスコ

ミ等で紹介される「ベンチャービジネス」と一

体となるものではないが，ベンチャーのもつ挑

戦力と企画力，さらには経営力によって産業界

で勝負していくたくましさ，ダイナミックスさ

はこれに学ぶものがあろう。

　さて，ここでは“社会的”に込められた内容

を確認しながら，ベンチャービジネスとの違い

とともに，どういう点で「新たなセツルメン

ト」としてみようとするのかを議論していく。

といっても仮説的理論の範囲でみようとするも

のである。しかし，世界状勢は大きく変化して

きている。特に福祉業界の苦しさ　―空中分

解（注：古川孝順講演での言葉）のではないか

というほどの危機にある今，福祉そのものも姿

をかえて生き残っていく必要があるという現実

も無視できないであろう。

3　「新たなセツルメント」登場の背景

　1970年代石油危機に始まって2007年代世界

同時不況の今日まで，経済危機に襲われるたび

に大量の「失業」，「貧困」2大問題が発生し緊

急取り組みとともにその対策が求められる。そ
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してその度に福祉政策はそれぞれにパラダイム

転換が求められた。

　そうした中，「社会的排除と就労課題」の解

決を掲げて社会的企業運動が生まれている。セ

ツルメントの活動も歴史的にこの貧困と就労が

基本的な課題であり，その解決のための運動体

であった。その意味で今回「社会的企業」活動

を「新たなセツルメント」への再興と捉え，そ

れを論証できる資料として，この論文でセツル

メントの歴史から理念，その形態とその議論を

重ねてきた。ただ，どうしても超えられない壁

があるとしたら，利益事業としての団体・組織

をその枠組みにいれることが理論的に可能かど

うかである。基本的には収益を第一義的な目的

にはしない活動は慈善活動の範囲であり，その

範囲を伝統的には社会事業として位置づけてき

た。目的も機能も共有しながら，その手法とし

てビジネスモデルをもちいることを果たして社

会福祉の理念の範疇として捉えることができる

のであろうか。

　古川孝順は先の講演でもふれたが，これから

の「社会福祉の存続」への不安を述べるなか，

福祉はソーシャルワーク技術に限定するのか，

社会政策として拡大するのか，またこのグロー

バル時代の危機に再度理論枠のパラダイム転換

が求められているようだ，ということを述べて

いた（注20）。

　すでに一定規制はあるものの公益，収益事業

を展開する社協は事業体として活動する道を歩

き始めている。まさに社会福祉は社会政策の枠

組みを拡大し，事業型福祉の道も選択する時が

きたのかもしれない。そのための法整備ととも

に，従来の社会福祉理論の検討が求められる。

4　「社会的企業」活動への期待

　ソーシャルビジネス，コミュニティビジネ

ス，社会起業ともよばれているが国によってそ

の名称や活動も違っている。しかしもともと「社

会的企業」は発祥の源流から世界的な不況や

社会情勢の不安なとき，公的な機関（第1セク

ター）でも民間の機関（第2セクター）でもな

く，中間的組織（第3セクター）として市民の

なかから社会的問題の解決にむけて立ち上がっ

てきた組織である。ビジネス手法をもって収益

事業に携わるが，得られた収益は地域社会に還

元していくある種の社会貢献活動である。現在

この組織をどのように位置づけていくのか，そ

の理論的枠組みの規定はなく，組織も非常にわ

かりにくい。しかし世界的な潮流として注目を

あびている。この組織活動を福祉理論で位置づ

けようとする立場から宍戸は京極氏の「社会市

場論」を援用し，「社会的市場論」を用いて議

論を試みた（注21）。主張はソーシャルワークの機

能拡大を図る為にその政策的枠組みを担保する

ことで新たな領域の活動が展開でき，なかなか

解決されにくい隙間産業となってしまう福祉問

題を捉えていくことができる。この議論は前掲

の論文にゆずりたいが，地域社会に新たな社会

的価値，経営革新をもたらす可能性がある。ま

たその事業形態は様々な形であらわれている。

例えば，NPO法人，株式会社，中間組織法人，

ワーカーズ・コレクティブというように，いず

れもグラデーションがかかり，微妙な差異で単

なる収益優先の企業との区別がつきにくいとこ

ろに陥りやすい。

　まず議論の焦点は，根本的な疑問として，果

たして社会福祉事業としての枠組みに取り入れ

ることができるのであろうか。果たして福祉の

土壌で議論することができるのか。その事業の

性格をとらえ，説明できる理論枠がつくれるの

だろうか。社会福祉の理念も歴史の変遷から整

理しがたいものが残るであろう。たとえば，介
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護保険への民間事業の参入で“コムソンの不正

事件”躓いたように，生活弱者への支援を中心

とする福祉サービスにはなかなかなじみにくい

ものがあると同時に非常の危険と表裏一体のも

のとなろう。現在の社会福祉協議会の活動も事

業体としてどの程度その公共性・公益性を維持

できるのか，以上のような疑問に対し更なる動

向に注視していく必要があろう。

　社会的企業はその可能性とともにそのネガ

ティブな課題も多い。例えば市場化していない

サービスを有志によって立ち上げたものが多

く，市場サービスでは人，モノ，カネの動きを

想定した事業計画が立案されている事業が少な

い。このため，補助金や公共事業の委託等によ

る運営支援の有無が事業の継続を左右している

ものが多い。人的投入や運営資金の確保をはじ

めとする経営力を構築する必要がある。

　このように①財政基盤が脆弱と持続可能な経

営，②多くは小規模企業であるため，社会的な

地位が確立しにくい，③営利，非営利民間組

織・団体との区別がつきにくく，利用者にとっ

てはわかりにくい組織であり，その為危険なビ

ジネスにはまり易い等がまず問題としてでてく

るだろう。

　一つの取り組みとしてはイギリスのLDAs例

にみるような中間支援機関形成とその機能と強

化と第三者による事業評価などのチェックシス

テムの確立を図ることが必要だと思われる。

　そもそも確認したいのは，社会起業はボラン

ティア組織ではないので，組織目的を追求する

ためにビジネスを行うが，収益をあげても利潤

の個人分配をしない，利潤追求のための会社組

織ではない。もっともその意味を取り上げたい

のは，得た収益を社会貢献のために再投資する

利潤循環型の社会組織であって，単なるベン

チャービジネスではない相違点である。その価

値は今日の財源問題をはじめとする社会資源不

足を解決する循環的供給システム作りのきっか

けとなることへの期待である。

　地方分権と規制緩和が時代の要請であり，主

流となってきている今日，果たしてソーシャル

ワーク理論は持ちこたえられるであろうかとい

う危機は迫っている。

　例えば，コミュニティ・デベロップメントな

どの新しい方法を説明できる新たな理論枠の検

討が求められるところであろう。

　牧里毎治は「ソーシャルワーク研究」の巻頭

言で「社会起業家と社会事業家」というタイト

ルで書いている（注22）。

　「社会福祉を社会事業と呼んでいた時代の

ソーシャルワーカーの前身は社会起業家ではな

かったのかという思いが募ってきてしかたがな

いのである。～」まさに牧里の募る思いは，そ

の原型が「セツルメント」の分析にあるのでは

ないかと思われる。

　本稿の目的もその「社会起業」つまり「社会

的企業」は探求に値するものではないかという

仮説的理論をたて，それを「新たなセツルメン

ト」として成立することを示そうとしたもので

ある。

まとめ

　従来の救済事業としてのセツルメントは時代

の変遷のなかで多様な形態をとりながら，また，

その目的や機能は時代の要請や体制によって変

化してきた。

　しかし，セツルメントという名称は多くは衰

退してはいるが，セツルメントの持ついくつか

の理念を継承しつつ，大きくは5つくらいの形

態で存続している。しかし，その実態は力強い

ものではなく行政事業の請け負い的な活動と
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なって公共と公平な理念を堅持することがむず

かしいことは明らかである。特にセツルメント

の持つ地域化と組織化，運動体と事業体等を受

け継ぎながら半官的事業活動から脱皮すべき自

立を掲げている社協さえ，逆に財政問題を筆頭

に生きのびていくことで精一杯で本来の活動に

まで行かないのが実情のようだ。

　こうした福祉サービスの現状の中，いわば「新

たなセツルメント」として注視されているの

が「社会的企業」といわれる活動で世界的な潮

流となっている。特にイギリスでは行政パート

ナーシップを組みながら多くの福祉産業事業や

活動を支え，ソーシャルポリシーの中心的な活

動部隊である。

　この新しい動きとして台頭してきた，事業体

と運動体との2つの考え方の統合のために，求

められる主な課題は

①　経営マネジメント手法の開発

②　委託事業をうけるための連携―パート

ナーシップの形成

③　中間支援機構事団体の存在と事業評価のシ

ステム作り

　とされる。以上のような視点からこの論稿を

通して取り上げてきた根底的な課題は，社会福

祉概念のパラダイム転換，拡大理論の発展であ

り，その理論再構築への問題提起としてその必

要性を論じた。
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